
指定部会について 

１ 指定部会について 

⑴ 開催状況 

・ 第１１回 令和元年  ５月３１日（金） １８：００～２０：００ 

・ 第１２回  〃    ７月３０日（火） １８：３０～２０：３０ 

・ 第１３回  〃   １０月２９日（火） １８：００～２０：００ 

・ 第１４回 令和２年  １月２８日（水） １８：００～２０：００ 

・ 第１５回  〃    ６月       書面開催※

・ 第１６回  〃    ８月 ６日（木） １８：００～２０：００ 

・ 第１７回  〃   １０月２８日（水） １８：００～２０：００ 

・ 第１８回 令和３年  １月２８日（木） １０：００～１１：３０ 

・ 第１９回  〃    ９月１５日（水） １８：００～２０：００ Web開催※

・ 第２０回 令和４年  １月１７日（月） １９：００～２０：５０ 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

⑵ 委員（令和３年度）       （◎：部会長，○：部会長代理，五十音順，敬称略） 

氏 名 所属等 

◎ 大場 修 立命館大学 教授 

 栗山 裕子 特定非営利活動法人 古材文化の会 副会長 

 髙田 光雄 京都美術工芸大学 教授 

○ 中嶋 節子 京都大学大学院 教授 

 宗田 好史 京都府立大学 教授 

２ 指定の状況について（令和４年５月末現在） 

指定は，文化財や景観等の他の制度で既に指定されている地区や個別の京町家から開始し，

これら以外に，指定基準（３２ページ参照）に合致する具体的なイメージを示すものとして「指

定テーマ」を設定し，それらのテーマに沿って，新たな区域や個別の京町家を指定している。 

（指定テーマ） 

報告資料 

趣のある町並み 生活文化

伝統的な形態・意匠（外部）が 
残っている

上記テーマに沿った区域や個別の京町家を指定基準に照らし合わせて指定する。

歴史的な特徴がある

地域的な特徴がある

伝統的な空間構成，
形態・意匠（内部）が残っている
京町家を舞台とした伝統行事
・地域とのかかわりがある

伝統的なものづくりに応じた建て方や
形態・意匠が残っている

伝統的な商いやもてなしに応じた建て方や
形態・意匠が残っている



⑴ 地区指定（計１７地区） 

地区名 指定日 備考 

１ 先斗町京町家保全継承地区 平成３０年 ８月３１日 他の制度で既に指定
されている地区※

２ 祇園縄手・新門前京町家保全継承地区 平成３０年１０月１５日 他の制度で既に指定
されている地区※

３ 祇園新橋京町家保全継承地区 〃 他の制度で既に指定
されている地区※

４ 万寿寺通（東洞院通から寺町通まで） 

京町家保全継承地区 

平成３０年１２月２８日  

５ 紫野郷之上町，紫野上柏野町，紫野下柏野

町，紫野中柏野町京町家保全継承地区 

平成３１年 ３月２５日  

６ 膏薬辻子京町家保全継承地区  令和元年 ５月３１日  

７ 姉小路界わい京町家保全継承地区  令和元年 ７月１９日 
他の制度で既に指定
されている地区※

８ 祇園町南京町家保全継承地区  令和元年１０月１０日 他の制度で既に指定
されている地区※

９ 上京北野京町家保全継承地区  令和元年１１月 １日 他の制度で既に指定
されている地区※

10 職住共存京町家保全継承地区  令和２年 ３月 ６日 他の制度で既に指定
されている地区※
（万寿寺通，膏薬
辻子，姉小路との
重複含む。） 

11 西京樫原京町家保全継承地区  令和２年１０月３０日 他の制度で既に指定
されている地区※

12 千両ヶ辻京町家保全継承地区  令和２年１０月３０日 他の制度で既に指定
されている地区※

13 本願寺界わい京町家保全継承地区  令和３年 ５月３１日 他の制度で既に指定
されている地区※

14 東寺界わい京町家保全継承地区  令和３年 ５月３１日 他の制度で既に指定
されている地区※

15 伏見南浜京町家保全継承地区  令和３年 ５月３１日 他の制度で既に指定
されている地区※

16 二条通（烏丸通から堀川通まで）京町家保

全継承地区

 令和４年 ２月１０日 

17 下木屋町京町家保全継承地区  令和４年 ５月１１日 他の制度で既に指定
されている地区※

※ 歴史的景観保全修景地区，界わい景観整備地区，伝統的建造物群保存地区，地区計画地区，特別用途地区





⑵ 個別指定（計１，２１７件） 

指定件数 指定日 備考 

１ ２８９件※２ 平成３０年 ９月２８日 他の制度で既に指定されている京町家※１ 

２ ３件   〃  １１月２０日 他の制度で既に指定されている京町家※１ 

３ ５２件   〃  １２月２８日  

４ ６４件 平成３１年 ４月１７日  

５ ７件  令和元年 ６月２６日  

６ １１４件  令和元年１０月１０日 他の制度で既に指定されている京町家※１（一部）

７ １０２件  令和２年 １月 ８日 

８ １１５件  令和２年 ４月 ３日 他の制度で既に指定されている京町家※１（一部）

９ １０２件 令和２年 ８月 ７日 

１０ １０８件 令和２年１１月１８日 

１１ １０２件 令和３年 ２月１０日 

１２ ８６件 令和３年 ３月３１日 

１３ １２件 令和３年１０月２９日 他の制度で既に指定されている京町家※１（一部）

１４ ３５件 令和４年 １月２８日 

１５ ２６件 令和４年 ３月２８日 

※１ 景観重要建造物，歴史的風致形成建造物，界わい景観建造物，歴史的意匠建造物， 

国登録有形文化財，市登録有形文化財，京都を彩る建物や庭園（認定） 

※２ 令和３年度に２件の個別指定を取消し（建築年代不適合） 

３ 指定の情報募集について（令和元年１０月から募集開始） 

  より効果的かつ効率的に指定を行っていくために，市民の方から指定候補となるような地

区や個々の京町家の情報を募集しており，応募の中から指定テーマに合致するものを指定し

ていく方針としている。令和２年度の指定部会から，応募のあった地区や個別の京町家も含め

て審議している。これまでに７０件の応募があり，令和２年度は２７件，令和３年度は１６件

を指定した。 




